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第６回ガイド認定登録制度作業部会 
 

■第６回作業部会 
・ 開会 
・ 議事 

（１） 前回作業部会の確認 

1） 事務局からの報告 
（２）これまでの作業部会の結果に基づいた制度の体系等について 

1） ガイド認定登録制度におけるガイドの捉え方とその呼び名について 

2） 認定登録制度の運用方法について 

3） ガイド総覧について 

（３）今後の作業計画について 

1） ３月までのスケジュールについて 

2） ルールづくりについて 

（４）その他 

・ 閉会 
 
（１）前回作業部会の確認 

事務局からの報告と関係者への確認を行う 
 

（２）これまでの作業部会の結果に基づいた制度の体系等について 

１） ガイド認定登録制度におけるガイドの捉え方とその呼び名について 
第５回作業部会の資料では、第４回の作業部会の検討結果と事務局の案を踏まえ「有料

ガイドを対象とするが、登録の段階から『里地周辺を案内するガイド』と『より深い自然

地も案内するガイド』に分けて登録を行う」としていた。 
これについて、作業部会では主に、次のような意見が出された。 
・ 里も山も生態系を説明することなどにかわりはない。安全面が違うだけなので
一緒にしたほうがよい。 

・ 登録するガイドがプロガイドという意識であるのか、サービスやボランティア
であるという意識かが分け方の決め手。問題は呼び方で、場所でわける「より深
い自然地」「里地」という言い方が誤解を招く。 

・ 「プロガイド・職業ガイド」と「語り部さん、ボランティアガイド」とに分け
た方がいい。 

・ 屋久島では一般的に「ガイド」という言葉は有料で案内する人を指す。「ガイド」
という定着した呼び名を、屋久島スタンダードのある意味商標登録としてそのま
ま使ったほうがなじみやすい。「ガイド」にサービスなど他の言葉をつけると混
乱を招くので避けるべき。それに対し、里地の「案内人」という表現は有効だ。 

・ プロとして案内する「ガイド」と屋久島のエコツーの裾野を担う「里地案内者」
との分け方イメージは皆さん了解だが、呼び方に誤解を生じることが問題。 

 
以上のことから、「ガイドの捉え方」を次のようにまとめなおした。 

 
今回検討する制度の対象となるガイドは「主に野外に出て、有料で屋久島を

案内したり解説したりする者」とし、「屋久島ガイド」（仮称）と称する。 
ただし、屋久島独自のエコツーリズム推進の観点から多くの人々の参加が必

要であり、集落で自然・文化・歴史等を案内・解説する人材を登録する基準を

設けることも考えていく。 
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（参考）タクシードライバーが行う「案内」について 
「タクシー事業者がガイドをすることは違法ではないか」という質問があったことを受

け、九州運輸局自動車交通部第二旅客課に問い合わせたところ 
・ タクシー運賃は、通常の距離制運賃と時間制運賃のほか、主な観光地を割安で巡る

「観光ルート別運賃」がある。これは「観光ルート別運賃制度」に基づくもので、

各タクシー会社が九州運輸局に申請し、認可を受けることになる。ドライバー自身

がガイドをするのは、この観光ルートを巡る場合が多いのではないか。この場合も、

認可を受けていれば、ルート内でガイドをすることに問題はない。 
・ ただし、いずれの運賃にも「ガイド料金」は含まれない。 
・ また、タクシードライバーが、上記運賃のほかにガイド料をとって有料でガイドを

行うことは、現行の一般乗用旅客自動車運送事業に関連する法規では、規制されて

いない。ということであった。 
 
したがって、タクシードライバーが有料でガイドを行うことは違法ではない。 
ただし、観光ルート別運賃の認可を受けていないルート及び料金での旅客運送は認め

られないので、確認が必要になる。 
 

 
２）認定登録制度の運用方法について 
認定登録制度の運用について、条例化するなどして、制度に強制力をもたせてほしいと

の意見が何人かから出された（詳しくは議事要旨を参照）。 
 
このことを考える前に、まず、制度の運用方法には、条例等の法制度によるものと自主

ルールによる社会制度によるものがあることをご紹介したい。 
 
法制度によるルールの運用は、 

・ ルールを守らない者に対して、法的手段に訴えることができるため、不

特定多数に対する効力が高い一方で、ルール遵守のためには監視をする

などの費用が伴ったり、ルール内容の変更の手続きが困難であるという

マイナス面も考えられる。 
・ 対象者の同意がなく効力が全関係者に及ぶもので幅広い効力を持つた

め、制度化にあたっては、事前に関係機関及び対象者へコンセンサスを

図る必要がある。 
 
社会制度によるルールの運用は、 

・ 当事者間により社会の取り決めとして定められるものであり、ルールの

遵守は関係者の自主性に任され、法的な罰則はないもののルール違反者

は同事業者と疎遠になるといった社会的な制裁を受けることもある。 
・ 関係者間の合意があれば、ルールで定められた内容を比較的容易に変更

することができる。 
・ 違反者に対して罰則を科したり行政処分で対応したりすることは不可

能であるが、ルールを遵守する関係者のメリットを意識した、魅力ある

ものをつくってガイドラインの明文化を図っていくことにより、その効

果が期待できるものである。 
参考：「エコツーリズム」2004年/環境省編集 
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なお、事務局は、この作業部会が、エコツーリズム推進という理念のもとで、ガイドの

代表者が参加し、自らの手でガイドにとってもメリットが享受できるような制度を作り上

げていくために設置したものであるということを考えると、まずはガイド自らで遵守事項

を定め、それを守っていこうとする（いわゆる社会制度の確立）気運の醸成が大切である

と考える。 
また、条例化そのものは、強制力を持たせるためにガイド業を登録した者だけの許可制

にすることとすると、憲法で保証された「職業選択の自由」に抵触するおそれもあり、十

分検討が必要となるものであるが、許可制を除いて規程を定めることは可能である（事例

としては「北海道アウトドア活動振興条例」や「東京都の島しょ地域における自然の保護

と適正な利用に関する要綱」等）。ただし屋久島の場合、制度を運用していく機関が「エ

コツーリズム推進協議会」であるので、規程を設けるとすると「エコツーリズム推進協議

会」で要綱等を定めることを検討していく必要がある。 
 

 
３）ガイド総覧について 
総覧の対象に団体（法人等）を入れるとする松本氏の案については･･･ 
・ 登録の対象はあくまでも「個人」としたい。これをまとめたものが「総覧」と考える。 
・ ホームページに掲載する際には、検索方法で所属の法人から検索できるように考え

る。（ただし、法人ではなく任意団体については、重複していくつかの団体に属して

いる人がたくさん掲載されるのは、情報の均一化の関係からよくないと考える） 
 
登録基準項目を「社会的に必要なこと」と「個々の資質に関するもの」と分けて考える

ということについては･･･ 
・ ガイド登録申請書を提出する際、法人用の記入シートを別途用意し、法人に属するガ

イドについては、「保険の完備」「ツアー料金」など法人が記入すべき項目については、

未記入で提出することを可能とするなども考えられる。 
・ これは、運用の手間などの面から今後検討が必要。アイデアをいただきたい。 
 
個人を登録の対象とした場合において、団体における構成員ガイドが一人前ガイドとし

て組織の長から認められない場合においても登録されてしまうのかについては･･･ 
・ 個人を登録の対象とした場合、個人が屋久島ガイド（仮称）の登録要件を満たせば、

その個人の意志により、申請があれば登録できるものとする。ただし、常識的に考

えれば、申請を避けるのではないか。 


